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判 決
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主 文
      　原告の請求を棄却する。
      　訴訟費用は原告の負担とする。
      　この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と
定める。

事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
  １　原告
    　特許庁が平成１０年審判第１２５６４号事件について平成１１年１０月４日
にした審決を取り消す。
    　訴訟費用は被告の負担とする。
  ２　被告
    　原告の請求を棄却する。
    　訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
  １　特許庁における手続の経緯
    　原告は、平成８年８月９日、意匠に係る物品を「ティーポット」とする別紙
審決書の理由の写しの別紙第一表示の意匠（以下「本願意匠」という）について意
匠登録出願をしたが、拒絶査定（平成１０年５月１５日付け発送）を受けたので、
同年８月１３日に、拒絶査定不服の審判の請求をした。特許庁は、同請求を平成１
０年審判第１２５６４号事件として審理した結果、平成１１年１０月４日、「本件
審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年１０月１８日に
原告に送達された。
  ２　審決の理由
    　別紙審決書の理由の写しのとおりである。要するに、本願意匠は、別紙審決
書の理由の写しの別紙第二表示の意匠（平成６年４月１８日特許庁受入れの米国特
許庁発行「ＯＦＦＩＣＩＡＬ　ＧＡＺＥＴＴＥ」５５７頁に所載されているＮｏ．
３４３７５９のティーポットの意匠（日本国特許庁意匠課公知資料番号第ＨＨ０７
０２４３２２号、甲第４号証参照）。以下「引用意匠」という。同意匠は、本願意
匠と創作者が同一である。）と対比すると、意匠に係る物品において一致し、形態
についても、意匠全体として類似しているから、意匠法３条１項３号に該当し、意
匠登録を受けることができない、とするものである。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
    　審決の理由中、本願意匠及び引用意匠の物品及び形態に関する記載、両意匠
の意匠に係る物品が一致するとの部分（審決書２頁２行～１８行）は認める。両意
匠の一致点について、基本的構成態様のうち、「胴部中央に略弧状に形成した板体
状の取手部を取り付け」（同２頁末行～３頁２行）た点で共通するとの記載は争
い、その余は認める。具体的構成態様のうち、「開口部に小さい「Ｖ」状の注ぎ口
を設け」（同３頁５行～６行）た点で共通するとの記載は争い、その余は認める。
両意匠の差異点についての記載は認める。両意匠の類否の判断は争う。
    　審決は、本願意匠と引用意匠との一致点・差異点の認定を誤り（取消事由
１）、両意匠の類否の判断を誤り（取消事由２）、また、意匠保護に関する国際的
な調和の観点を軽視し（取消事由３）、その結果、本願意匠は意匠法３条１項３号
に該当するとの誤った結論に導いたものであるから、違法として取り消されるべき
である。
  １　取消事由１（本願意匠と引用意匠との一致点・差異点の認定の誤り）
    (1)　取手部の差異
      　審決は、本願意匠と引用意匠とを比較して、基本的構成態様において「胴
部中央に略弧状に形成した板体状の取手部を取り付け」（審決書２頁２０行～３頁



２行）との点で共通すると認定したが、誤っている。
      　本願意匠と引用意匠とは、基本的構成態様における取手部につき、前者で
は、不透明な取手と取手台部とからなるもので、取手台部がポット部の胴部に接着
により取り付けられて、胴部と一体の取手部が形成されているのに対し、後者で
は、透明なポット部の胴部における上下方向に間隔をおいて２点で取り付けられ、
胴部と一体の透明な取手であるという差異を有するから、取手部について、需要者
により、基本的構成態様を同一にしているものとして観察されるものではない。
      　ティーポットにおいては、紅茶をティーカップに注ぎ入れる際の注ぎやす
さの点も機能上要求され、この要求に応じるための意匠構成がポット部の形状以上
に重要視される要素になり、基本的構成態様の一要素を構成するものである。した
がって、本願意匠に係る物品（以下「本件物品」という。）において、取手の意匠
の態様は、茶葉と湯を入れるポット部と同様に、全体構成上、重要な要素を占める
ものである。
    (2)　注ぎ口の差異
      　審決は、本願意匠と引用意匠とを比較して、基本的構成態様において「開
口部に小さい「Ｖ」状の注ぎ口を設け、」（審決書３頁５行～６行）との点で共通
すると認定したが、誤っている。
      　本願意匠の注ぎ口は、左右側面からみて、注ぎ口の上縁がポット部の開口
部上縁からわずかな下向き角度をもってほぼ直線に伸び、注ぎ口の先端に達してい
るものであり、注ぎ口の水切りの点を改良した形状になっている。これに対し、引
用意匠にあっては、注ぎ口上縁を湾曲させ、丸いポット部の胴部の曲率に合わせる
形態を採用し、注ぎ口先端が下にだれる形状のものである。したがって、引用意匠
は、注ぎ口の水切りの点で、本願意匠のような機能を発揮できないものである。要
するに、注ぎ口の形状は、本願意匠では、水切りのよさを打ち出した形状であるの
に対し、引用意匠では、水切りの善し悪しよりもポット部の形態に調和させること
を狙ったものであり、このような差異がある両意匠の注ぎ口の点を差異点に掲げな
かったのは、審決の誤りである。
    (3)　茶漉し部の差異
      　審決は、「茶漉し部の差異は、側面から見て感得しうる程度の差異であっ
て、意匠全体からみれば、ポット部本体の特徴ある態様に埋没してしまう程度の差
異であり類否判断に影響を与えるほどの差異とはいえない。」（審決書４頁１５行
～１９行）として、茶漉し部の差異を、差異として認定しなかったが、誤ってい
る。
      　茶漉し部の差異が、濾過部材の変更という点で意匠的に変化があるにせ
よ、意匠創作のポイントからはやや外れていることは否定しない。しかし、茶漉し
部全体の形状においては、本願意匠は、極めて特異な形態を有しているものであ
る。すなわち、引用意匠の茶漉し部の下部に設けた袴部分が上部と違って不透明で
あるのに対し、本願意匠の茶漉し部は、茶漉し部の下部に設けた袴部分も透明であ
り、これによって茶漉し部全体の内部が透視できる形態になっている（正面図を見
れば明らかなとおり、茶漉し部越しに取手部が視覚に入る）。
      　審決は、茶漉し部の下部に設けた袴部分の透明不透明の差異を看過する誤
りを犯すものである。
  ２　取消事由２（類否の判断の誤り）
    (1)　全体観察
      (イ)　審決は、「両意匠において共通するとした態様は、両意匠の形態全体
の基調を決定づけ、形態上の特徴を表すものであるので、これらの態様が相俟って
意匠的なまとまりと特徴を形成しているので類否判断を左右する要部をなすもので
ある。」（審決書４頁５行～１０行）と判断したが、誤っている。
        　審決が両意匠に共通するとした取手部の基本的構成態様及び具体的構成
態様、注ぎ口、茶漉し部の具体的構成態様は、本願意匠と引用意匠の類否判断を左
右する要部をなすものであるから、これらにおける差異は、軽微なものとして排斥
されるべきではない。
      (ロ)　本件物品は、「ティーポット」であり、特にプランジャーと押し部材
を備えた茶漉しで紅茶の茶葉の香りがほどよく醸し出された風味豊かな紅茶が味わ
えるようにしたティーポットである。この種のティーポットは、通常の陶器、金属
製などのティーポットとは異なり、紅茶の香り、風味を楽しむ特別な紅茶愛好者、
紅茶通に愛用されるものであって、紅茶の味を生かすティーポットの機能、ひいて
は意匠にそれなりの見識の高い人達が多いのである。そうだとすると、本件物品に



おける意匠の審美性、創作性の判断については、本件物品の需要者の審美眼に立脚
しての判断が必要となるものであり、この点につき、審決の配慮には足らざるとこ
ろがあったというべきである。
      (ハ)　本願意匠は、国際的に活躍している創作者の手によるものであり、こ
の点をも勘案すれば、本願意匠と引用意匠において、ポット部の態様に共通すると
ころがあったとしても、上述した意匠要部の明確な差異が必ずや視覚上識別される
ものである。本願意匠は、引用意匠を凌駕する改良された意匠形態であると認めら
れるべきものである。本願意匠が引用意匠の形態に埋没して創作性を喪失している
との審決の判断は、本願意匠が引用意匠の創作者とは無縁の者の手によるデッドコ
ピーならいざ知らず、本願意匠に対する創作者の創作アイデア、創作の力点を軽視
又は無視した不当な判断というべきである。
    (2)　取手部の類否
      　審決は、「取手部の態様の差異は、取手部分の形状、及び胴部への取付位
置が共通している両意匠の特徴ある態様に包摂されてしまう軽微な差異であって類
否判断を左右するほどの差異とはなり得ない。」（審決書４頁１１行～１５行）と
判断したが、誤っている。
      (イ)　本願意匠の取手部は、上記のとおりの構成であるから、平面、背面及
び斜視方向から見たときは、かなりの幅寸法をもち、一方、左右側面から見たとき
は、幅寸法に較べれば薄いものと感じられるものであり、このような幅寸法と厚さ
寸法との兼ね合いで、握りやすい取手であることが把握できる構成となっている。
      (ロ)　また、本願意匠の取手部は、ポット部が透明なガラス素材からなるの
に対し、不透明（黒色）なプラスチック素材からなり、不透明な蓋部分との調和を
も保ってポット全体における取手部の存在感が強調され、ポット部の形態に埋没す
ることなく、ティーポットの実際の使用に当たり重要な持ちやすさ、注ぎやすさを
視覚に訴えることができる意匠形状になっているものである。
      (ハ)　さらに、本願意匠の取手部においては、取手台部を有し、この取手台
部が帯状になってポット部の胴部中央から上下方向にわたり接合取付けされている
ので、ポット部を安定して持つことができ、紅茶をティーカップに注ぎ入れる動作
に無理がなく、しかも熱い紅茶が入ったポット部に取手を握った指部分が取手台部
に触れることがあっても、熱くなっているポット部の胴部に対しては取手台部の存
在で触れるおそれがなく、注ぎ入れ動作時において熱いと感じる不安感をなくすこ
とができる点（取手台部は、ガラス素材よりも断熱性に富む。）を、視覚的に感じ
ることができる。
        　これに対し、引用意匠の取手は、ポット部の胴部に直付けであり、取手
を握る指部分が熱いポット部の胴部に触れるおそれがあるから、注ぎ入れ動作に関
する不安感を与えてしまい、取手端部の直付けにより取付構造に脆弱な感じを与
え、本願意匠の取手部に見られる安定感、存在感、堅牢性、使い勝手の良さという
機能上の要請からの意匠形態を欠如するものである。
        　その他、引用意匠では、取手自体が直接胴部に取り付けられているか
ら、ポット部との一体性が増し、両者の素材の調和（透明ガラス対透明ガラス）を
活かす意匠となるもので、この取手によるポット部との調和一体性の点が、引用意
匠における重要な意匠要部の一つとなるものである。
      (ニ)　本願意匠の取手部の態様は、ポット部と調和し、ポット部の態様を更
に意匠的に洗練されたものとして、全体の意匠態様を機能美溢れるものとした点に
特色があり、これがゆえにこそ、本願意匠の取手部の態様は、引用意匠のそれと比
較して価値ある独自のものと認められるのである。
        　この点についての、乙第１号証ないし乙第３号証を根拠とする被告の反
論は、当を得ないものである。乙第１号証（昭和５９年３月２８日発行の登録第６
２１３８５号の意匠公報）に掲載された意匠は、醤油差しに関するものであるから
論外であり、乙第２号証（平成２年９月７日特許庁受入れのカタログ「ラブリー」
７１頁のティーポットの意匠（公知意匠資料番号ＨＣ０２０３２４８９号））に掲
載された意匠は、陶器の全体が一体物で参考にならず、乙第３号証（平成２年９月
７日特許庁受け入れのカタログ「ＮＥＷ　ＹＯＲＫ　ＳＥＳＳＩＯＮ」１９頁掲載
のティーポットの意匠（公知意匠資料番号ＨＣ０２０３１２４８号））に掲載され
た意匠は、取手台部が存在するにしても、ありふれた形態のものでない点、本願意
匠におけるように透明なポット部に対し存在感を強調する意匠的配慮がなされてい
ない点で差異があり、取手部において、本願意匠と類似するとはいえないものであ
る。



    (2)　茶漉し部の類否
      　審決は、「茶漉し部の差異は、側面から見て感得しうる程度の差異であっ
て、意匠全体からみれば、ポット部本体の特徴ある態様に埋没してしまう程度の差
異であり類否判断に影響を与えるほどの差異とはいえない。」（審決書４頁１５行
～１９行）と判断したが、誤っている。
      (イ)　本願意匠の茶漉し部は、前記のとおり、茶漉し部の下部に設けた袴部
分も透明のものとしたことにより、茶漉し部全体の内部が透視できるので、茶漉し
部に入れられた紅茶の茶葉の量、沈降の具合、茶葉の色合いの程度など、紅茶の味
わいに関係する要素を茶漉し部全体の内部を透視することによって視認でき、さら
に透明なポット部との調和を持つことを視覚に訴えるようになっている。これに対
し、引用意匠のものは、従来のものと同じく茶漉し部の下部に高さを持つ不透明な
袴部分を設け、茶漉し部全体の内部が茶漉し部分を除いては透視できない形態にな
っている。
        　したがって、茶漉し部下部内部が透視できない形態では、本願意匠の茶
漉し部のような形態に伴う機能に欠け、透明なポット部との関係で違和感を与える
存在になっている。
      (ロ)　被告は、乙第４号証（平成２年１０月２２日特許庁受入れのカタログ
「ＢＥＬＬＥ　ＭＡＩＳＯＮ　生活館１９９０　秋号」８７頁のティーポットの意
匠（公知意匠資料番号ＨＣ０２０４９１１２号））、乙第５号証（平成５年９月２
２日特許庁受入れのカタログ「ＴＡＢＬＥＷＡＲＥ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡ
Ｌ」８号２３巻３９頁のティーポットの意匠（公知意匠資料番号ＨＢ０５０３６２
５８号））及び乙第６号証（平成５年３月３１日特許庁受入のカタログ「１９９３
年岩城硝子全商品カタログ」第５０頁のティーポットの意匠（公知意匠資料番号Ｈ
Ｃ０５０１４０９２号））を提出し、本願意匠の茶漉し部のような形態のものは、
本願出願前からみられるとし、本願意匠独自のものとはいえず、格別の特徴とはな
りえない旨主張する。
        　しかし、本願意匠の茶漉し部は、前記のとおり、引用意匠と同じくプラ
ンジャーと押し部材を備えた茶漉し部であり、前記乙各号証における茶漉し部と
は、機能的にも意匠的にも異なることが一見して明らかであり、被告が提出した前
記乙各号証は、本願意匠の茶漉し部に相当するものが本願出願前には存在していな
かった証左ともなり、本願意匠の茶漉し部は、本願独自のものとして、引用意匠と
の類否判断の一つの大きな要素になるものである。
  ３　取消事由３（意匠保護に関する国際的な調和の観点の軽視）
    　本願意匠に相当する意匠は、アメリカ合衆国において、引用意匠（アメリカ
合衆国意匠特許第３４３，７５９号公報）との差異が認められて、既に意匠登録を
受けているものである（アメリカ合衆国意匠特許第４１５，６４８号、特許日１９
９９年１０月２６日）。そして、引用意匠に相当する意匠は、意匠登録第８７１９
９３号（甲第３号証）として日本に登録されているのである。このように、アメリ
カ合衆国において本願意匠に相当する意匠が意匠特許として成立した事実が我が国
の意匠保護になんらの影響をも与えないとすることは、知的財産権の保護について
の国際的な調和（ハーモナイゼーション）の見地からみれば、到底首肯できないも
のである。アメリカ合衆国において手厚く保護されているにもかかわらず、我が国
にあって、本願意匠を引用意匠と同一視し、その意匠保護を否定することは、デッ
ドコピーの出現を容認するものであり、意匠の国際的保護の観点からすれば、背筋
が寒くなる感が否めないものである。本願意匠は、国際的意匠保護の見地からも、
独自性、創作性が認められ、意匠登録が許されてしかるべきである。
    　日本とアメリカ合衆国とでは、法律体系等が相違することは事実である。し
かし、本件物品のように起源が西欧に求められ、また、同種の輸入製品が日本国内
に活発に流通する現状の下では、当該物品についての意匠の創作性の判断は、洋の
東西、法律体系のいかんを問わず、感性を同じくし、できる限り同一レベルである
べきであり、本願意匠についても同様の考察がなされてしかるべきである。
第３　被告の反論の要点
    　審決の認定判断はいずれも正当であり、審決を取り消すべき理由はない。
  １　取消事由１（本願意匠と引用意匠との一致点・差異点の認定の誤り）につい
て
    (1)　取手部の差異について
      　原告のいう本願意匠の取手台部は、単に本体の球面そのままをなぞって設
けられているにすぎないのであり、審決においても、取手台部について「胴部取付



具」と認定し、胴部への取り付け方法の差異点として認定しているところである。
したがって、原告主張の取手の取り付け方法の技術的な意味合いはさておき、両意
匠に共通する全体の基本的構成態様として、審決が「胴部中央に略弧状に形成した
板体状の取手部を取り付け」と認定したことに誤りはない。
    (2)　注ぎ口の差異について
      　本願意匠については、平面図から明らかなようにＶ状を呈しており、引用
意匠においても、注ぎ口の側面形状の先端部は下降しており、注ぎ口における水切
りという必要不可欠な機能を前提とすれば、当然に上方から下方に徐々にすぼまっ
ていると考えるのが自然であるから、上方からの形状は、本願意匠と同様、Ｖ状と
なる。したがって、審決が「開口部に小さい「Ｖ」状の注ぎ口を設け」とした点に
格別の違法はない。
      　原告は、本願意匠は、引用意匠のポット部の形態に調和させることを狙っ
たものを、注ぎ口の水切りの点を改良した形状とした点に特徴がある旨主張してい
る。しかし、主として注ぎ口上縁が直線状に傾斜しているか湾曲状に傾斜している
かの差異であって、限られた部位における部分的な差異にとどまり、ポット部の特
徴ある態様に埋没してしまう程度のもので類否判断を左右するほどのものではない
から、差異点として挙げるまでのないものである。
      　差異点は、両意匠の類否判断に必要な範囲で認定すれば足り、殊更に細部
のものや類否判断を左右するに至らないものまで認定する必要のないものである。
本件についてみれば、注ぎ口の角度の差異は、意匠全体を観察する場合は、ごく部
分的なものにとどまり、水切りを考慮するという必要不可欠な機能を満たすべく選
択されたものであって、他の共通する態様に包摂されてしまう程度の、小さなもの
であるから、両意匠の類否判断を左右するほどのものとはいえない。
    (3)　茶漉し部の差異について
      　茶漉し部の下方１／３の透明不透明は、外側から透けて見える内部にある
略円筒形状の茶漉し部の下方の一部分についての差異にすぎず、透明不透明のいず
れであるかにかかわらず形状が共通しているから、両意匠の類否判断を左右するほ
どの差異とはいえない。
  ２　取消事由２（類否の判断の誤り）について
    (1)　全体観察について
      (イ)　原告は、取手部の基本的構成態様及び具体的構成態様、注ぎ口、茶漉
し部の具体的構成態様は、本願意匠と引用意匠の類否判断を左右する要部をなすも
のであるから、これらにおける差異は、軽微なものとして排斥されるべきではない
旨主張する。
        　しかし、原告の主張する部分のみで本願意匠及び引用意匠の主要部が構
成されているとは考えられない。両意匠の大きな部分を占める球体状の胴部、全体
の球体感を印象づける円形状の蓋部及び小球状のつまみ等の態様が、看者の目を強
く引き、両意匠の基調を形成する要部に係るものであるのに対し、原告の挙げる各
点は未だ細部のものにすぎない。原告の主張は失当である。
      (ロ)　原告は、本願意匠や引用意匠のようなティーポットは、紅茶の香り、
風味を楽しむ特別な紅茶愛好者、紅茶通に愛用されるものであって、ティーポット
の機能ならびに意匠にもそれなりの見識の高い人々が多いなどと主張し、その理由
として、風味豊かな紅茶が味わえるようにしたティーポットであること、この種の
ティーポットは、通常の陶器、金属製などのティーポットとは異なることを挙げて
いる。
        　しかし、原告主張の事由をもって、本願意匠の需要者に原告主張のよう
な人々が多いことを裏付ける根拠とすることはできないというべきであり、原告の
主張は、その前提において誤っている。
      (ハ)　原告主張のとおり、本願意匠と引用意匠とが、同一人の創作に係る意
匠であるとすれば、両意匠が、その改良した機能はさておき、その形態上の特徴点
を共通にしている関係にあることも、ごく自然に理解できることである。
        　原告は、審決の判断は、本願意匠に対する創作者の創作アイデア、創作
の力点を軽視又は無視したものであると非難する。しかし、審決は、本願意匠及び
引用意匠が他に類のない創作性の高い意匠であることを否定するものではなく、む
しろ、本願意匠が、独自の特徴を共に有するがゆえに、先行する創作性の高い引用
意匠の類似の範囲内にあると結論づけたのである。
    (2)　取手部の類否について
      (イ)　取手台部の形状は、格別のものでなく、また、取手と取手台部からな



る構成のものは、本願出願前からみられるものであり（例えば乙第１号証ないし乙
第３号証）、本願意匠独自のものとはいえず、格別の特徴とはなり得ない。
      (ロ)　原告は、本願意匠の取手部は、不透明な（黒色）プラスチック素材か
らなることにより、持ちやすさ、注ぎやすさを視覚に訴えることができること、存
在感が強調されることなどを主張する。しかし、不透明な素材を使用することによ
り、直ちに、持ちやすさ、注ぎやすさや存在感が強調されるとはいい難く、むしろ
不透明な素材を使用することによってその形態がよりくっきりと強調されることに
なるのであるから、両意匠の形態上の共通感が一層際立つこととなるのである。
        　また、取手の透明不透明の差異は、この種物品で普通に使用されるガラ
ス、陶器又はプラスチックの中からいずれかの材質を選択したことを意味するだけ
のものにすぎず、両意匠において全体を球体状に形成したというポット本体の特徴
ある態様が圧倒的であることと対比するとき、上記材質の選択が類否判断を左右す
るほどのものとは認められない。
      (ハ)　原告は、取手台部があることによる作用効果を主張している。しか
し、原告主張の作用効果は、ひっきょう取手台部の有無に帰着し、取手台部は単に
本体の球面そのままをなぞって設けられているにすぎず、また、取手台部を有する
態様も本願意匠独自のものとはいえないから、その差異は、格別看者の注意を引く
ほどのものでない。加えて、上記取手台部は、その存在のみによって、直ちに、熱
に対する不安感の解消、安定感、存在感、堅牢性、使い勝手の良さが引用意匠に比
べて格段のものとなるといい得るほどのものでもない。
    (3)　茶漉し部の類否について
      　原告は、「茶漉し部の下部に設けた袴部分が透明である」とした点に本願
意匠の特徴がある旨主張する。
      　しかし、茶漉し部の下方が透明な意匠は、本願の出願前からみられるもの
であり（例えば乙第４号証～第６号証）、本願意匠独自のものとはいえず、格別の
特徴とはなり得ないので、類否判断を左右するほどのものでないから、格別取り上
げるまでもないものである。
  ３　取消事由３（意匠保護に関する国際的な調和の観点の軽視）について
    　原告は、本願意匠がアメリカ合衆国において、引用意匠とは別々に登録され
ている旨主張する。しかし、アメリカ合衆国と日本では法律体系等が相違してお
り、また、引用意匠は日本に出願されてもいないので、同列に論じることはできな
い。
第５　当裁判所の判断
  １　取消事由１（本願意匠と引用意匠の一致点・差異点の認定の誤り）について
    (1)　本願意匠と引用意匠とが、いずれも、意匠に係る物品を「ティーポット」
とするものであることは、当事者間に争いがない。
    (2)　別紙審決書の理由の写しの別紙第一（本願意匠）を検討すると、本願意匠
の構成態様は、次のとおりであると認められる。
      (イ)　基本的構成態様
        　ポット部の胴部を球体状に、底部を平坦面状に形成し、上部の開口部を
底部の径と略同一とし、その上に蓋を置き、注ぎ口と反対側の胴部中央に略弧状に
形成した板体状の取手と取手台から成る取手部を取り付け、ポット部の内側に略円
筒形状の茶漉し部を開口部から略底部まで垂下した形態としている。
      (ロ)　具体的構成態様
        ①　ポット部は、透明であり、その直径と高さを略１対１とし、上部の開
口部に小さいＶ状の注ぎ口を設け、注ぎ口を、左右側面からみて、注ぎ口の上縁が
ポット部の開口部上縁からわずかな下向き角度をもってほぼ直線に伸び、注ぎ口の
先端に達する形状としている。
        ②　取手部は、取手及び取手台ともに不透明（黒色）で、取手を薄板状と
している。
        ③　蓋部は、中央に小球状のつまみを有する凸面状を呈している。
        ④　茶漉し部は、上方約２／３をパンチングメタル状に形成し、下方約１
／３を透明に形成している。
    (3)　別紙審決書の理由の写しの別紙第二（引用意匠）を検討すると、引用意匠
の構成態様は、次のとおりであると認められる。
      (イ)　基本的構成態様
        　ポット部の胴部を球体状に、底部を平坦面状に形成し、上部の開口部を
底部の径と略同一とし、その上に蓋を置き、注ぎ口と反対側の胴部中央に略弧状に



形成した板体状の取手を取り付け、ポット部の内側に略円筒形状の茶漉し部を開口
部から略底部まで垂下した形態としている。
      (ロ)　具体的構成態様
        ①　ポット部は、透明であり、その直径と高さを略１対１とし、上部の開
口部に小さいＶ状の注ぎ口を設け、注ぎ口を、注ぎ口上縁で湾曲させ、丸いポット
胴部の曲率に合わせ、注ぎ口先端が下にだれる形状としている。
        ②　取手は、透明で、角丸の扁平角柱状としている。
        ③　蓋部は、中央に小球状のつまみを有する凸面状を呈している。
        ④　茶漉し部は、上方約２／３を網目状に形成し、下方約１／３を不透明
に形成している。
    (4)　(2)及び(3)によれば、本願意匠と引用意匠の共通点、差異点は、次のとお
りであると認められる。
      （共通点）
      (イ)　基本的構成態様
        　ポット部の胴部を球体状に、底部を平坦面状に形成し、上部の開口部を
底部の径と略同一とし、その上に蓋を置き、注ぎ口と反対側の胴部中央に略弧状に
形成した板体状の取手を取り付け、ポット部の内側に略円筒形状の茶漉し部を開口
部から略底部まで垂下した形態となっている。
      (ロ)　具体的構成態様
        ①　ポット部は、その直径と高さを略１対１とし、上部の開口部に小さい
Ｖ状の注ぎ口を設けている。
        ②　蓋部は、中央に小球状のつまみを有する凸面状を呈している。
        ③　茶漉し部は、上方約２／３と下方約１／３で区分されている。
      （差異点）
      (イ)　基本的構成態様
        　取手部において、本願意匠では、取手と取手台部からなる取手部をポッ
ト部の胴部に取り付けているのに対し、引用意匠では、取手を直接にポット部の胴
部に取り付けている。
      (ロ)　具体的構成態様
        ①　ポット部は、注ぎ口が、本願意匠では、左右側面からみて、注ぎ口の
上縁がポット部の開口部上縁からわずかな下向き角度をもってほぼ直線に伸び、注
ぎ口の先端に達する形状としているのに対し、引用意匠では、注ぎ口上縁で湾曲さ
せ、丸いポット胴部の曲率に合わせ、注ぎ口先端が下にだれる形状としている。
        ②　取手部は、本願意匠では、取手及び取手台ともに不透明（黒色）で、
取手を薄板状としているのに対し、引用意匠では、取手部が透明で、角丸の扁平角
柱状としている。
        ③　茶漉し部は、上方約２／３が、本願意匠では、パンチングメタル状に
形成しているのに対し、引用意匠では、網目状に形成しており、下方約１／３が、
本願意匠では、透明に形成しているのに対し、引用意匠では、不透明に形成してい
る。
    (5)　審決は、本願意匠と引用意匠とを比較して、基本的構成態様において「胴
部中央に略弧状に形成した板体状の取手部を取り付け」との点で共通するとし、差
異点において、「胴部への取付方法を、本願の意匠は、取手と略同一の板体状の胴
部取付具を取手の両端に一体状に形成して取り付けているのに対し、引用の意匠
は、取手の両端を僅かに直線状に形成し、端部を直接胴部に取り付けている点」で
差異があると認定している。
      　また、この点について、被告は、本願意匠の取手台部は、単に本体の球面
そのままをなぞって設けられているにすぎないのであり、審決においても、取手台
部について「胴部取付具」と認定し、胴部への取り付け方法の差異点として認定し
ている旨主張している。
      　しかしながら、本願意匠の取手台部は、引用意匠に全く存在しない新たな
構成であるから、たとい本体の球面そのままをなぞって設けられているにすぎない
としても、基本的構成態様における差異から除外したことは、誤りというべきであ
る。
      　また、審決が、本願意匠と引用意匠との間の、ポット胴部の注ぎ口の形状
の差異、ポット胴部と取手部の透明・不透明の差異、茶漉し部の下方約１／３の透
明・不透明の差異について認定していないことは、審決書の記載自体から明らかで
ある。



      　この点について、被告は、差異点は、両意匠の類否判断に必要な範囲で認
定すれば足り、殊更に細部のものや類否判断を左右するに至らないものまで認定す
る必要のないものである旨主張する。
      　被告主張のとおり、殊更に細部にわたって認定する必要がないことはその
とおりであるとしても、上記の差異は、類否判断において検討の対象となり得ない
程度のものではないというべきであるから、これを差異点として取り上げなかった
ことも、誤りというべきである。
      　ただし、上記誤りが、いずれも、審決の結論に影響を及ぼすようなもので
ないことは、後記認定判断のとおりである。
  ２　取消事由２（類否の判断の誤り）について
    (1)　全体観察について
      (イ)　原告は、本件物品や引用意匠に係る物品がプランジャーと押し部材の
ある茶漉しを備えたティーポットであることを根拠に、本件物品や引用意匠に係る
物品の需要者は特別な紅茶愛好者、紅茶通であるとし、このような需要者を観察の
主体とすべきであるとの趣旨の主張をする。
        　しかしながら、本願意匠や引用意匠が、プランジャーと押し部材のある
茶漉しを備えたティーポットに係るものであるとしても、このようなティーポット
を特別な紅茶愛好者、紅茶通のみが購入するという証拠も、上記ティーポットが、
プランジャーと押し部材のある茶漉しを備えていないティーポットと異なる流通経
路で取引されているという証拠も、本件全証拠を精査しても見出すことができな
い。
        　そうだとすれば、本願意匠や引用意匠の類否判断の主体となるべき取引
者・需要者の、特に需要者は、ごく普通の一般消費者であるとするのが相当であ
り、原告主張の特別の紅茶愛好者、紅茶通をもって本願意匠や引用意匠の類否判断
の主体とすべきものではない。
      (ロ)　本願意匠と引用意匠の基本的構成態様は、取手台の有無にかかわら
ず、両者に共通する、ポット部の胴部を球体状に形成し、底部を平坦面状に、上部
の開口部を底部の径と略同一とし、その上に蓋を置き、注ぎ口の反対側の胴部中央
に略弧状に形成した板体状の取手を取り付け、ポット胴部の内側に略円筒形状の茶
漉し部を開口部から略底部まで垂下した形態となっていることによって、全体とし
てまとまった意匠を形成し、看者に視覚を通じて一つの美感を与えていると認めら
れる。
        　本願意匠や引用意匠に係る物品は、ティーポットであって、これらの物
品は、取引される際にも使用の際にも、取引者・需要者が全体的に観察するのが通
常であるから、上記のとおり、両意匠が、看者の注意を最も強く引く部分である基
本的構成態様のほとんど、より具体的には、取付台部を除いたすべてを共通にし
て、全体としてまとまった意匠を形成し、看者に視覚を通じて一つの美感を与えて
いること、しかも、具体的構成態様においても、ポット胴部の径と高さの比率、開
口部に設けられたＶ状の注ぎ口、中央に小球状のつまみを有する凸面状の蓋部、上
方約２／３と下方約１／３で区分される茶漉し部において共通していることからす
れば、上記基本的構成態様の範囲内で具体的形状に差異があるとしても、その差異
によって看者に特別な美感を与える要素が付加されない限り、類似の範囲内にとど
まるものというべきである。
    (2)　取手部の類否について
      (イ)　取手部において、本願意匠では、取手と取手台部からなる取手部をポ
ット胴部に取り付けているのに対し、引用意匠では、取手を直接にポット胴部に取
り付けている点で差異があることは、前述のとおりである。
        　本願意匠に取手台部が存することは、引用意匠にない形態的特徴である
から、一応、基本的構成態様に該当するものというべきであるけれども、本願意匠
において、上記取手台は、ポット本体の球面をなぞり、その球面からわずかに膨出
しているにすぎないものである。そうすると、前記認定のとおり、基本的構成態様
において、そのほとんどが共通し、意匠の圧倒的な部分を占めるポット部の胴部や
取手に比べ、わずかな差異にすぎないものというべきである。
        　しかも、乙第１号証（昭和５９年３月２８日発行の意匠公報に掲載の登
録第６２１３８５号）、乙第２号証（平成２年９月７日特許庁受け入れのカタログ
「ラブリー」第７１頁のティーポットの意匠（公知意匠資料番号ＨＣ０２０３２４
８９号））、乙第３号証（平成２年９月７日特許庁受け入れのカタログ「ＮＥＷＹ
ＯＲＫＳＥＳＳＩＯＮ」第１９頁掲載のティーポットの意匠（公知意匠資料番号Ｈ



Ｃ０２０３１２４８号））によれば、本願意匠の登録出願前に、ポット部の胴部に
取手と取手台部を取り付けた意匠が知られていたことが認められ、これによれば、
取付台は、ありふれた形状というべきであるから、創作性を有する特徴とはいえ
ず、格別の注意を引きつけ、看者に特別な美感を与えるものとはいい難いことは、
この面からも裏付けられるというべきである。
        　以上によれば、本願意匠において取手台が存在することによって、本願
意匠や引用意匠の基本的構成態様（取手台を除く）によって形成される、全体とし
てまとまった意匠から生ずる美感が格別の影響を与えられることはないということ
ができる。
      (ロ)　原告は、取手が、本願意匠では薄板状としているのに対し、引用意匠
では角丸の扁平角柱状としている差異点に関し、本願意匠の取手部は、幅寸法と厚
さ寸法との兼ね合いで、握りやすい取手であることが把握できる取手の構成となっ
ている旨主張する。
        　しかし、取手の幅寸法と厚さ寸法の兼ね合いは、「胴部中央に略弧状に
形成した板体状の取手を取り付け」るという基本的構成態様に対するバリエーショ
ン（変種、変形）の範囲内の事柄にすぎないものというべきであって、格別の注意
を引きつけ、看者に特別な美感を与えるものとはいえない。
      (ハ)　また、原告は、取手部が、本願意匠では不透明（黒色）であるのに対
し、引用意匠では透明としている差異点に関し、ポット部が透明なガラス素材から
なるのに対し、不透明な（黒色）なプラスチック素材からなり、不透明な蓋部分と
の調和をも保ってポット全体における取手部の存在感が強調され、ポット部の形態
に埋没することなく、ティーポットの実際の使用に当たり重要な持ちやすさ、注ぎ
やすさを視覚に訴えることができる意匠形状になっている旨主張する。
        　しかしながら、取手部が透明か不透明かの差異については、材質をポッ
ト本体と同じにするか、別のプラスチック材料にするかということとほとんど直結
する事項というべきのものであり、乙第３号証を検討するまでもなく、ティーポッ
トにおいてポット本体と取手部との色彩を違えたり、取手部を不透明にしたりする
ことが、ありふれた事項であることは、当裁判所に顕著である。ポット本体と取手
部との色彩を違えることがありふれた事柄である以上、この点についての差異は、
特に看者の注意を強く引く部分とはいえず、看者に特別な美感を与えるものとはい
えない。
      (ニ)　さらに、原告は、取手台部の有無に関し、本願意匠の取手部において
は、取手台部を有し、この取手台部が帯状になってポット部の胴部中央から上下方
向にわたり接合取付けされているので、ポット部を安定して持つことができ、紅茶
をティーカップに注ぎ入れる動作に無理がなく、しかも熱い紅茶が入ったポット部
に取手を握った指部分が取手台部に触れることがあっても、熱くなっているポット
部の胴部に対しては取手台部の存在で触れるおそれがなく、注ぎ入れ動作時におい
て熱いと感じる不安感をなくすことができる点を、視覚的に感じることができる点
で、引用意匠と相違していると主張する。
        　しかし、前記のとおり、取手台部を有するティーポットの形状は、ごく
ありふれたものであり、本願意匠の取手部が原告主張のような印象を与えるものと
しても、ありふれた形状による当然の印象であって、看者に特別な美感を与えるも
のとはいうことはできない。
    (3)　茶漉し部の差異について
      (イ)　茶漉し部において、上方約２／３が、本願意匠では、パンチングメタ
ル状に形成されているのに対し、引用意匠では、網目状に形成され、下方約１／３
（いわゆる袴部分）が、本願意匠では、透明に形成されているのに対し、引用意匠
では、不透明とされている点で差異があることは、前述のとおりである。
        　茶漉し部の上方約２／３の形態の差異は、パンチングメタル状に形成す
るか、網目状に形成するかであって、通常の設計変更の範囲内のありふれた変形で
あり、看者に特別な美感を与えるものとはいい難い。
        　乙第４号証（平成２年１０月２２日特許庁受入のカタログ「ＢＥＬＬＥ
ＭＡＩＳＯＮ生活館１９９０秋号」８７頁のティーポットの意匠（公知意匠資料番
号ＨＣ０２０４９１１２号））、乙第５号証（平成５年９月２２日特許庁受入のカ
タログ「ＴＡＢＬＥＷＡＲＥＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ」８号２３巻３９頁のテ
ィーポットの意匠（公知意匠資料番号ＨＢ０５０３６２５８号））、乙第６号証
（平成５年３月３１日特許庁受入のカタログ「１９９３年岩城硝子全商品カタロ
グ」第５０頁のティーポットの意匠（公知意匠資料番号ＨＣ０５０１４０９２



号））によれば、茶漉し部を透明とすることは、従来から行われてきたことである
ことが認められる。
        　そうすると、本願意匠において、下方約１／３を透明に形成しているか
らといって、格別の創作性を見出すことはできず、形態全体としてみた場合に、格
別に看者の注意を引き付け、看者に特別な美感を与えるものとはいい難い。
        　この点について、原告は、本願意匠は、茶漉し部全体の内部が透視でき
ることにより、茶漉し部に入れられた紅茶の茶葉の量、沈降の具合、茶葉の色合い
の程度など、紅茶の味合いに関係する要素を茶漉し部全体の内部を透視することに
よって視認でき、さらに透明なポット部との調和を持つことを視覚に訴えるように
なっているとし、引用意匠と類似しない旨主張する。
        　しかしながら、前述のとおり、本件物品の需要者は、一般消費者であ
り、特別な紅茶愛好者、紅茶通のみではないこと、茶漉し部下部内部が透視できる
かどうかという差異は、意匠を全体的に観察するとき、局部的でわずかなものにす
ぎないことを考慮すると、茶漉し部下部内部が透視できることが、看者の注意を引
き付け、特別な美感を与えるとはいえない。
    (4)　以上、認定判断したところによれば、本願意匠と引用意匠との差異点は、
看者に特別な美感を与える要素を付加するものではないから、両意匠は、類似の範
囲内にとどまるものということができる。
  ３　取消事由３（意匠保護に関する国際的な調和の観点の軽視）について
    　本願意匠に相当する意匠が、アメリカ合衆国において、引用意匠に相当する
意匠との差異が認められて、既に意匠登録を受けているからといって、法体系等の
異なる我が国において、これと同じ扱いがなされなければならないことになるわけ
のものではない。原告は、知的財産権の保護についての国際的な調和（ハーモナイ
ゼーション）の観点をいうけれども、この観点が、それのみで上記扱いをすべき根
拠となり得るものではないことは、論ずるまでもないところである。
    　また、原告は、本願意匠を引用意匠と同一視し、その意匠保護を否定するこ
とは、デッドコピーの出現を容認するものであるという。しかし、本件では、本願
意匠が引用意匠と類似しているかどうかが問題となっているのであり、本願意匠が
意匠登録されなかったからといって、そのデッドコピーの出現を容認することにな
るものでないことは、引用意匠を我が国で権利化しておけば（原告の主張によれ
ば、既に権利化が実現されている。）、これに基づく差止請求の途が開かれるこ
と、不正競争防止法上の差止請求の途もあり得ることからも明らかである。原告の
主張は失当というほかない。
  ４　以上によれば、原告主張の審決取消事由は、いずれも理由がなく、その他、
審決の認定判断にはこれを取り消すべき瑕疵が見当たらない。よって、原告の請求
を棄却することとし、訴訟費用の負担、上告及び上告受理の申立てのための付加期
間について行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条、９６条２項を適用して、主文
のとおり判決する。

    　　東京高等裁判所第６民事部

　　 裁判長裁判官 山　　 下 　　和 　　明

　　　　　　　裁判官 宍　　 戸　　　　　　充

　　　　　　　裁判官 阿　　 部　　 正　　 幸


